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Ⅰ 平成２９年度社会福祉法人新城福祉会本部事業計画 

 

社会福祉法人新城福祉会の理念 

 ～ともに働き、ともに学び、ともに生きる～ 

 

■ 「他人を思いやり、お互いを支え、助け合おう」とする互助精神を基本とします。 

■ 共に生きるという共生理念に立って、地域においてさまざまな形で福祉を支えあう文化

の形成に貢献します。 

■ ハンディキャップのある人もない人も平等かつ普通に生活できる社会(ノーマライゼー

ション)をめざします。 

■ 利用者の自己決定、自己実現を尊重した自立支援、生活支援、社会参加を基本とします。 

■ 利用者、職員、保護者、地域の人々と協働、連携した法人の運営に努めます。 

 

1．法人本部(経営) 

【 重点目標 】 

①「社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づく新城福祉会の新定款に則り、評議員会、

理事会を適切に開催し、理念の実践を目指す法人経営の責務を遂行する。 

②人事考課制度の導入により昇給等の仕組みを明確化し、チャレンジカードによる目標管

理、達成度評価を実施することで新たな人材育成の仕組みを作る。 

③整備後 13 年を経過したレインボーはうすのガスエアコンの取換えを部分実施する。 

④共同生活住居矢部ホームにスプリンクラーを整備する。 

⑤前年度の苦情解決の報告をホームページ上に公開する。 

⑥社会福祉法人新城福祉会第 4 期中長期計画の策定に取り組む。 

【  目 標  】 

⑦必要に応じて理事、評議員、監事並びに第三者委員は外部研修に参加する。 

⑧評議員会を頂点に別紙「新城福祉会組織体制図(案)」に基づき各会、各部を機能させる。 

⑨障害者就業･生活支援センター事業、新城市西部福祉会館指定管理事業、新城市基幹相談

支援センター事業並びに地域アドバイザー事業の受託を継続する。 

⑩評議員会、理事会で認定された決算書類等を速やかにホームページ上で公開する。 

⑪必要に応じて公用車の新規購入、新規リース等を継続する。 

 

２．法人本部事務(労務･経理) 

①月末に資金移動をし、資金の動きについて各サービス区分及び全体の把握に努める。 

②会計事務所(TKC)の定期的なサポートや外部監査により、正確な処理に努める。 

③必要な部分は担当者と連携し、適切な事務処理に努める。 

④東三河セルプ事務員研修を活用して、他事業所との情報交換を行う。 

⑤処遇改善加算を活用し、直接処遇職員の賃金改善に努める。 

⑥常務理事、事務職員で毎朝打合せを行うことにより、事務内の情報共有とスムーズな事

務処理に努める。 

⑦新たな就業規則(正規職員、準職員、エルダー職員)を就業実態に合わせて更新して行く。 
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３． 安全衛生委員会 

 ①安全衛生管理規程に則り、職員の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成

を促進することを目的として、月に１回以上開催する。 

 ②ストレスチェック実施規程に則り、毎年 9月 15日から 9月末日の間に実施する。 

 ③平成 29 年度安全衛生委員 

 役職名 氏 名 

委員長 理事長 夏目みゆき 

産業医 医 師 米田正弘 

議 長 常務理事・管理者 長坂 宏 

委 員 管理者 小林隆幸 

委 員 管理者 松原宏昌 

委 員 管理者 渡邉竜夫 

委 員 サービス管理責任者 岡本美津代 

委 員 サービス管理責任者 大原直樹 

委 員 サービス管理責任者 岡 裕子 

 

４． 権利擁護委員会 

①本年度の重点項目 

・虐待防止法の周知 

・虐待防止チェックリストの記入・集計 

・チェックリスト集計結果に基づく虐待防止研修 

②年間スケジュール 

月 内 容 備 考 

4 月 第 1 回権利擁護委員会（事業報告） 権利擁護委員会 

8 月 第 2 回権利擁護委員会（研修内容検討） 権利擁護委員会 

9 月 虐待防止に関する合同研修会① 法人職員 

9 月 虐待防止チェックリスト配布・記入 各事業部門 

9 月 虐待防止に関する合同研修会②（開催月未定） 法人職員 

2 月 第 3回権利擁護委員会（事業計画） 権利擁護委員会 

・上記の他、必要に応じて権利擁護委員会を開催する。 

・虐待相当事案が発生した際には、速やかに臨時権利擁護委員会を開催する。 

また、その場合は各自治体の虐待防止センターとの連携を密にしていく。 

・合同研修会は年 2 回行う。その他、各事業部門にて必要に応じて研修会を開催する。 

③平成 29 年度権利擁護委員 

 役職名 氏 名 備 考 

委員長 理事長 夏目みゆき  

権利擁護責任者 常務理事・管理者 長坂 宏  

権利擁護責任者 管理者 小林隆幸  

権利擁護責任者 管理者 松原宏昌 統括責任者 
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権利擁護責任者 管理者 渡邉竜夫  

権利擁護委員 副管理者･サービス管理責任者 北川哲也 主任権利擁護委員 

権利擁護委員 サービス管理責任者 岡本美津代  

権利擁護委員 サービス管理責任者 大原直樹  

権利擁護委員 サービス提供責任者 長尾彩花  

 

５． 防災委員会 

①本年度の重点項目 

・各事業で年間防災訓練計画に従い、訓練毎に実施要綱を作成し、訓練を実施する。 

・事業の形態や収容人数、建物の構造など、実態にあった想定のもと訓練を行い、不測

の事態に備える。 

・各事業で定めた重点目標が達成できるように訓練を行い、年度末に達成状況を確認す

る。 

・各事業で訓練実施後、反省を記録し、委員会へ報告する。委員会は、各事業の反省等

の情報を公開し、改善に努める。 

・事業間で共同して訓練を実施する。 

・職員緊急連絡網を使用した伝達訓練を各事業で年に 2 回行う。 

②年間スケジュール 

  ・各事業は、1 年間に 6 回以上訓練（緊急連絡網の伝達訓練を含め）を実施する。 

  ・訓練の詳細、時期等は各事業の年間防災計画に定める。 

③平成 29 年度防災委員 

 氏 名 

法人本部(委員長) 長谷佑樹 

レインボーはうす 岡本美津代、照井聖子、辻田吉範 

西部福祉会館 内藤佳代 

居宅介護事業レインボーはうす 長谷佑樹 

新城市基幹相談支援センター 

新城市相談支援事業所レインボーはうす 

東三河北部障害者就業・生活支援センターウィル 

藤田洋孝 

サポートホームしんしろ、サポートホーム第 2 しん

しろ、サポートホームほうらい、短期入所 
北沢裕亮並びに防災係 

 

６． 研修委員会 

①本年度の重点目標 

・業務遂行に必要な知識の向上、技能の習得。 

・創造力と合理的判断力、併せて旺盛な実行力と積極的な指導力を有する職員の養成。 

②本年度実施する研修 

研修名 対象職員 

法人職員全体研修  全法人職員 
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新人職員研修 法人在籍おおよそ半年未満の職員 

初級研修 法人在籍おおよそ 1年～3年未満の職員 

中級研修 法人在籍おおよそ 3年～5年未満の職員 

上級研修 法人在籍おおよそ 5年以上の幹部職員 

③外部研修の報告について 

・外部研修履修半年後、効果測定として「研修 効果測定書」の提出を義務付ける。 

④その他研修について 

・各事業部門において、適宜研修会等を開催していく。 

⑤平成 29 年度研修委員 

 職 名 氏 名 備 考 

研修委員 サービス管理責任者 大原直樹 委員長 

研修委員 生活支援員 荒川淳矢 副委員長 

研修委員 常務理事・管理者 長坂 宏  

研修委員 管理者 小林隆幸  

研修委員 相談支援専門員 藤原佑奈  

 

７． 広報委員会 

①本年度の活動内容 

・機関紙の発行（1 月、7 月） 

・ホームページの運用 

・機関紙およびホームページの有効活用など在り方の検討 

②年間スケジュール 

月 内 容 

4 月 第 1 回 広報委員会 （7 月機関紙の検討） 

7 月 第 2 回 広報委員会 （機関紙に関する協議） 

10 月 第 3 回 広報委員会 （1 月機関紙の検討） 

1 月 第 4 回 広報委員会 （ホームページに関する協議） 

・上記の他、必要に応じて広報委員会を開催する。 

・機関紙の発行やあり方の検討については、広報委員以外の意見も取り入れる。 

③平成 29 年度広報委員 

所 属（職 名） 氏 名 備 考 

障害者就業・生活支援センター ウィル（センター長） 藤田洋孝 委員長 

西部福祉会館（サービス管理責任者） 岡 裕子 委 員 

レインボーはうす（生活支援員） 荒川淳矢 委 員 

レインボーはうす（職業指導員） 野澤寛未 委 員 

法人本部（事務員） 長谷佑樹 委 員 
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Ⅱ 平成２９年度レインボーはうす事業計画 

 

１. 多機能型事業所全体として  

①レインボーはうすの慢性的定員超過を解決する。 

②生活介護において目標工賃額を設定し、生産活動を活発にする。 

③レインボーはうすのエアコン修繕工事を実施する。 

④利用者さん、ご家族のサービス満足度調査を実施する。 

⑤職員配置等に応じて業務分担(表)を更新し、日常業務を遂行する。 

⑥ジョブコーチ 2 名体制を堅持、東三河北部障害者就業･生活支援センターウィル並びに外

部の関係機関と連携し、就労支援を促進する。※別紙 (福)新城福祉会組織体制図参照 

⑦第三者評価のコメントを受けて喫煙場所を変更する。 

 

2. 事務経理について 

①生産活動について、担当者と連携し、適切な事務処理に努める。 

②サービス管理責任者会議に参加し、情報を共有する。 

③東三セルプ事務員研修会に参加し、他事業所との情報交換を行う。 

 

3. 生活介護事業   

サービス管理責任者 北川哲也 

 定員 24 名 利用者 39 名 

①生活介護事業において、主たる事業所及び、従たる事業 2 箇所において、日中活動に取り

組む。 

〇主たる事業所・・・レインボーはうす(利用現員 23 名) 

〇従たる事業所・・・オレンジプラザ (利用現員 8 名) 

・・・グリーンファーム(利用現員 8 名) 

②個別支援計画を作成し、個々の目標・実績を明確化し作業に対する意欲が持てるように支

援する。 

③作業支援、生活支援、療育支援、その他の活動に取り組む。 

④西部福祉会館と連携し、障がい特性に応じた支援を行う。 

⑤強度行動障害のある方に対し、支援手順書を作成し、一貫した支援を行う。 

⑥看護師 2 名を配置し、医療的支援が必要な方の支援を行う。 

⑦日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために嘱託医を配置する。 

⑧レクリエーション、創作活動、軽運動等を実施し、個々にあった活動を提供する。活動メ

ニューを拡げる。 

⑨目標の平均月額工賃を 1 万円とし、仕事開拓を推進する。 

【収入目標金額 5,000,000 円】 

 

第１グループ 

・移動、排泄、更衣、歯磨き、手洗い、食事、その他生活習慣等について、個別に支援していく
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と共に自立した行動として定着できるように支援する。 

・毎日の軽運動（散歩）や健康作り体操等を実施し、情緒の安定と体力・健康の維持向上に努め

る。また、作業を早く終わらせた場合は、その空いた時間も健康作りに充てる。 

・絵カード等を活用し、円滑なコミュニケーションが図れるように支援する。 

・自助具の創意工夫を行うと共に、作業スケジュール表を活用し作業内容を明確化し見通しを持

って取り組めるように支援する。 

 

第 2 グループ 

・食事、歯磨き、更衣、排泄などの日常生活支援については、個別に対応していくとともに

本人が出来ることを増やしていけるように支援する。 

・軽運動(散歩)を実施し、体力作りや健康維持が出来るように支援する。 

・支援ツールを工夫し作業し易い環境を提供する。 

・食堂準備、花壇の水やり、ごみ集めについても役割として取り組む。 

 

第 3 グループ  

・医療面の配慮のもとで身体介護及び創作活動を中心とした取り組みを行い、身体機能及び日常

生活能力の維持、改善を行う。 

・必要に応じてバイタルチェックを行い、健康把握に努める 

・水分補給、食事介助、排泄介助を必要に応じ実施する。 

・女性週 2 回以上の入浴を希望者に提供する。 

・1 日のスケジュールの中に軽運動（散歩、リラクゼーション、健康体操、マッサージ）の時間

を設定し、体力作りや健康維持が出来るように支援する。 

・スヌーズレンを利用し、個々に合った活動場面を見出していくように支援する。 

・医療的ケアが必要な方に、看護師対応で支援を行う。 

・昼食後、使用済の紙ゴミ箱の廃棄、ティッシュ箱の回収、食数の確認、給食メニューの広報（貼

り出し）、配布物の集配、花壇の水やりについても役割として取り組む。 

・重度の利用者の社会参加の機会を増やす目的も兼ねて、近隣スーパーへ出かけ、給食用食材の

買い出しを行う。 

 

グリーンファーム 

・地域における自立生活に必要な基本となる日常的活動の向上に取り組む。 

・農業に取り組み、地産地消に取り組む。(A コープ、厨房 等) 

  

オレンジプラザ 

・障がい特性に配慮した環境設定を行い、支援ツール(スケジュール表、絵カードコミュニケー

ションシステム等)を活用し、円滑なコミュニケーションと情緒安定を図るとともに日常生活

動作の向上にむけて支援を行う。 

・個々の特性に合わせて作業環境を設定し、ポスティング等の作業に取り組む。 

・軽運動の時間を設定し体力作りや体力維持に努める。 

・地域交流の機会を増やし、相互理解を深められるように支援する。 
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4. 就労移行支援事業   

サービス管理責任者  岡本 美津代 

 定員 6 名 利用者 8 名  

①一般就労を目指した個別就労移行支援計画を作成し、それに基づいて支援を行う。 

②一般就労への意欲、可能性に応じて積極的に支援する体制を築くために、企業訪問あるい

は障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、ハローワーク等と連携して、情

報交換を行う。 

③就労支援に結びつく施設外支援（職場実習）、施設外就労の開拓を実施する。 

④目標就労者数を 2 名とする。 

 

昼食工房 

＜弁当等製造販売＞ 

◆売上目標：9,000,000 円   

・弁当の製造販売を通じ、仕事をする上で必要なスキルを身に付けられる環境を設定する。 

・訓練機会の継続と充実に向け、特別出勤日を取り入れ、作業を行える機会を増やす。 

・食品を扱うため、衛生面、整理整頓、安全等には十分な配慮をする。 

・レインボーはうす昼食工房マニュアルに基づき運営する。尚マニュアルは必要に応じて見

直しを行う。 

 

5. 就労継続支援事業Ｂ型   

サービス管理責任者  岡本 美津代 

定員 10 名 利用者 14 名 

①目標工賃を設定し、工賃向上計画に基づき、目標工賃達成指導員と共に工賃アップに取り 

 組む。なお、平成 29 年度の目標工賃は平均月額 29,612 円とする。 

②就労移行支援事業利用終了者に対しても、再度一般就労にチャレンジできる支援体制を整

備する。 

③継続して働けるように支援を実施し、所得保障を行う。 

 

レインボーのお菓子やさん 

＜菓子製造販売＞ 

◆売上目標：8,200,000 円  

・クッキー、焼菓子等の製造販売を通じ、仕事をする上でのスキルを身につけられるよう環

境を整える。 

・積極的に地域のイベントに参加し、特別出勤を取り入れ臨機応変に作業が行える機会を設

ける。 

・食品を扱う為、衛生面、整理整頓、安全等には十分配慮する。 

・レインボーのお菓子やさんマニュアルに基づき運営する。尚、マニュアルは必要に応じて

見直しを行う。 

 

 施設設外就労 1  
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◆売上目標：1,000,000 円 

【企業簡易下請作業】 契約企業：トンボ鉛筆株式会社 

・各々が持っている作業能力を最大に発揮できるように支援する。 

・レインボーのお菓子やさん（B 型）施設外就労マニュアルに基づき支援する。 

 

 施設設外就労 2  

◆売上目標：1,191,000 円 

【企業簡易下請作業】並びに契約事業所：新城市民病院、（西部福祉会館） 

・各々が持っている作業能力を最大に発揮出来るように支援する。 

・レインボーのお菓子やさん（B 型）施設外就労マニュアルに基づき支援する。 

 

6. 訪問型ジョブコーチ（職場適応援助者）による職場適応援助事業 

①ジョブコーチ(訪問型職場適応援助者)2 名体制で、年間 10 名のジョブコーチ支援を目標

とする。 

②法人の訪問型職場適応援助者が作成した計画及び、職業カウンセラーが作成した計画に基

づき、単独あるいは、配置型職場適応援助者、他法人の訪問型職場適応援助者と共に実施

する。 

③定着率（職場適応援助の終了後、6 ヶ月経過後に雇用が継続している者の率）が 50％を

超えるように職場適応援助を実施する。 

 

7. 日中一時支援事業について 

①マイクロバスの利用を可能とする。 

②工賃支払要綱に基づき工賃を支払う。 

 

8. 食事提供(給食)について 

①個別支援計画に基づいた給食提供をすると共に、嗜好調査を行い利用者の意見が反映され

た献立作成を行う。 

②食事提供(給食)マニュアルに基づき運営し給食提供する。 

 

9. 保健医療について 

①健康管理 

・月 1 回体重測定を実施する。（月初め） 

・月 1 回血圧測定を実施する。（生活介護利用者のみ） 

・年 1 回身長測定を実施する。 

②医療 

・年 1 回（9 月）  健康診断【血圧、採血（肝炎検査－該当者のみ）レントゲン、検尿】 

45 才以上の利用者対象に心電図検査を実施する。 

・年 1 回（10 月）  歯科検診 

・年 1 回（11 月）  インフルエンザ予防接種 

③服薬 
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・基本的には各自で管理してもらう。 

・事業所で管理が必要な人の対応については担当職員と看護師で管理していく。 

④感染予防 

・感染症対応について看護師を中心に行い、必要部署に次亜塩素酸噴霧器を設置し予防に努

める。 

・嘔吐物処理キッドを各事業所に設置する。 

感染症対応マニュアルを配布し感染予防に努める。 

⑤通院・治療 

・基本的には各自で通院してもらい、必要に応じて支援する。 

・家族や世話人と連絡を密に取り、一貫した治療が行えるように支援するとともに必要に応

じて医療機関とも連携を図る。 

⑥相談援助 

・利用者の健康状態の把握に努め、利用者本人あるいは家族からの健康に関する相談に応じ

る。 

・毎月の体重測定、健康診断、歯科検診の結果については随時本人及び家族等に連絡する。

再検査、治療が必要な利用者には書面で通知を行い、再検査結果、治療の進捗状況を把握

するよう努める。 

 

10. 環境美化 

①大掃除を年 2 回実施する。（8 月、12 月） 

②害虫駆除を年 1 回実施する。（5 月、6 月） 

（昼食工房、お菓子やさんについては、専門業者へ業務委託し害虫防除を毎月実施する。） 

③その他清掃については、環境美化事業計画マニュアルに基づき実施をし、美化に努め、より生

活し易い環境を提供する。 

 

11. 防災について 

①レインボーはうす消防計画に基づき、2 ヶ月に 1 度各種訓練(※)を実施する。 

 ※消火及び避難訓練、通報訓練、大規模地震訓練  

②事故を未然に防ぐ為にヒヤリハットの報告(ヒヤリハット報告書提出)を定着させる。また

事故の再発を防ぐ為に事故の報告(事故報告書提出)を定着させる。同時に案件が生じた場

合には速やかに対応策を職員で協議する。 

③防災委員会の計画に従い 1 週間分の水、非常食の備蓄を目標に、引き続き整備･管理を進

めると同時に、宿泊型避難訓練に協力する。 

④新城市と連絡を取り合いながら、福祉避難所としての準備を進める。 

 

12. 本人活動について 

①より豊かな生活が築けるよう、自己決定、自己選択の場を設ける。 

②余暇活動については年間計画を立て、実施する。また、余暇の充実に向けた活動である事を踏

まえ、その活動内容については前月のヘルパー利用申し込み等の前にお知らせの配布に努める。 

③生活介護事業、就労移行支援事業、就労継続支援事業Ｂ型の各グループの社会参加活動は、必
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要に応じて実施する。活動内容については利用者主体で決める。 

④日中活動の充実に向けて「余暇活動の内容」「欲しい物」「給食について」等を話し合う「みん

なの語り場」を設け、利用者主体の意見交換の場とする。 

⑤余暇活動、各グループの社会参加活動については、一人当たりの年間予算を設定し、予算内で

実施する。 

 

13. 職員研修について 

①法人研修委員会の計画に従い、各種研修(新人、新人実践、初級、中級、職員全体)に参加

する。なお、法人職員全体研修は引き続き、土曜日、祝日等の午後を利用する。※別紙「年

間休日カレンダー」参照。 

②法人研修委員会の指示の下、外部研修履修半年後の効果測定に協力する。 

③研修委員会主催の初級研修受講後、レインボーはうす独自の新人職員研修を立案、実施す

る。また、レインボーはうす常勤職員研修についてはサービス管理責任者会議が企画、立

案、実施する。 

④レインボーはうす非常勤職員の研修参加の機会を確保する。 

 

14. 地域交流、ボランティア、実習生の受け入れについて 

①地域との交流（イベント参加、見学、体験等）を積極的に行う。 

②各種ボランティアの受入れを幅広く実施する。 

③各種実習、職場体験、研修、見学の受け入れ等、利用者の支援活動に支障のない限りにお

いて、福祉サービス事業所機能を活用して受け入れを実施する。 

 

15. 苦情解決制度について 

①社会福祉法人新城福祉会苦情委員会規程に基づき、利用者、家族に制度の周知を図り、苦

情の申立てを行いやすい体制を整備する。 

②苦情解決結果をホームページで公表できるよう整備する。 

 

16. サービス評価について 

①第三者評価機関(中部評価センター等)に委託して実施する。 

 

17. 家族会について 

①レインボーはうすより 2 名が顧問として参加し、自主的組織である家族会の運営が円滑に

進むように協力する。（顧問は 2 名 長坂・笹野） 

②家族会が行うレインボーはうす周辺の草刈奉仕作業の段取り、並びにその作業に参加する。 

③家族会の勉強会として位置付けができるように市民福祉フォーラムに関する情報を早く

提供する。 

④西部福祉会館家族会の動きと整合性が取れるように必要に応じてレインボーはうす家族

会会則等の見直しを提案する。 

⑤レインボーはうす新人職員研修にて家族会の存在を周知する。 
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Ⅲ 平成２９年度居宅介護事業所レインボーはうす事業計画 

 

１．事業内容 

新城市、豊橋市、豊川市、東栄町、設楽町、豊根村に在住の身体・知的・精神に障害の

ある方を主たる対象に居宅介護（家事援助・通院等介助・身体介護・重度訪問介護・行動

援護・同行援護）、移動支援、及び私的契約（安否確認）を行う。 

 

２．職員体制 

管理者 1 名（兼務：レインボーはうす） 

サービス提供責任者 1 名   

介護福祉士 常勤職員 4 名 

看護師   常勤職員 1 名（兼務） 

介護福祉士   非常勤職員 2 名 

看護師       非常勤職員 1 名（兼務） 

 

３．営業日及び営業時間 

①12 月 31 日～1 月 3 日とヘルパー研修日、及び管理者が必要と判断した臨時休業 

日を除き、月曜日から日曜日までの午前 7 時から午後 10 時までを営業時間とし、 

サービスの提供を行う。 

②但し、緊急を要するケース、事業所で支援が必要と判断されたケースについては年 

末年始についても対応する。 

 

４．サービス実施地域 

①通常のサービス実施地域を新城市（旧新城市及び旧鳳来町の長篠、玖老勢、乗本） 

とする。 

②実施地域外の方から支援依頼があった場合については交通費として、1km30円を徴 

収し、サービス提供を行う。 

 

５．利用者の費用負担及び請求事務 

①利用者負担の集金を毎月 25 日までに行い、請求書、領収書に内訳を入れ、利用者、 

家族の方に理解していただける書類を作成する。 

 

６．ヘルパーの確保 

①登録ヘルパーの確保を行い、平日の夕方、土日の支援体制を築いていけるように努 

める。 

②障害者虐待防止法の施行に伴い、身体介護を求められる場面において同性介助が 

更に確立できるよう男性ヘルパーの確保に努める。 

 

７．移動支援事業 
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①豊橋市、豊川市、新城市、東栄町、設楽町、豊根村、豊田市からの指定を受けて、 

社会生活上不可欠な外出、及び余暇活動などの社会参加のための外出支援を行う。 

②新城市の移動支援事業グループ支援の活用についても利用者に働きかけ、サービ 

ス提供の効率を少しでも上げられるようにする。 

③社会福祉法人新城福祉会中長期計画、事業展開に基づき、東三河北部圏域全体を視 

野に入れたサービスの提供ができるように努める。（特に移動支援の提供に力点を 

おく。） 

④本来、移動支援事業で認められない通勤、通学の支援依頼があった場合、自立支援 

協議会にて設置が決まったサービス検討委員会にて協議を行い、通勤、通学の支 

援が必要と認められた場合のみ対応していく。 

 

８．居宅介護事業 

①ヘルパーが利用者宅に訪問し、入浴介助、調理、通院等介助を行う。 

②入浴介助については利用者の体調を把握し、必要に応じてバイタルチェックを行 

う。 

③通院介助については必要に応じて、医師からの説明を受け、家族、関係機関と連携 

を図り、利用者の状態を共有できるように努める。 

④支援中、本人、家族からたんの吸引、胃ろうなどの医療的ケアをお願いされた場 

合、特定の研修を受講したヘルパーが対応していく。なお、東三河北部圏域において、

在宅等で医療的ケアを必要とされる方の受け入れを医療機関等と連携を行い、積極的

な受け入れができるよう、医療的ケアが可能なヘルパーの増員を目指す。 

⑤車椅子を利用している方の入浴介助、外出支援などが増えてきた為、身体介護支援 

のスキルを向上させていく為に研修の機会を設ける。 

 

９．行動援護事業 

①自閉症、てんかん発作がある方などの重度の知的障害、統合失調症などの精神障害 

があり、常時見守り、危機回避が必要な人に外出等の支援を行う。 

②市内で唯一、行動援護ができる事業所ということで、行動援護対象者の受け入れを 

積極的に行う。 

③「行動援護従事者研修」に参加し、行動援護の支援ができるヘルパーの育成と確保 

に努めていく。またヘルパーのスキルアップにも繋げていく。 

④自閉症の方のように言葉でのコミュニケーションが困難な方については文字、写 

真などを用いて視覚支援を行う。 

 

１０．同行援護事業 

①視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に同行し、移動に必要な情報を提供 

するとともに移動の援護を行う。 

②同行援護の活用に向けて新城市自立支援協議会への働きかけを行っていく。 

③「同行援護従事者養成研修養成講座」を受講し同行援護の支援ができるヘルパーの 

育成と確保に努めていく。 
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１１．福祉有償運送事業 

①安全運転管理者 1 名を配置。 

②セダン型車両 4 台、車椅子車両 2 台、回転シート車 1 台の計 7 台の車両で事業を 

 行う。 

③愛知運輸支局に登録された公用車で、1km70 円で事業を行う。 

④福祉有償運送事業は送迎のみの支援は行わず、必ず通院等介助、移動支援等の障害 

福祉サービスと合わせて事業を行う。 

 

１２．私的契約事業 

①ひとり暮らしされている方で、電話などの連絡手段もない方を中心に安否確認の 

訪問を行う。利用者が他機関と連絡を希望されている場合、利用者からの伝言を 

他機関に伝え、場合によっては利用者宅に訪問してもらうよう連絡調整等も行う。 

 

１３．災害時の体制整備 

①外出支援中に災害が発生した場合の対応マニュアルの見直しを行い、整備してい 

く。 

②「年間防災訓練計画」をたて、ヘルパーのスキルアップや防災意識向上のための研 

修機会を設ける。 

③大規模災害時、福祉避難所として新城市と法人が協定を結んだことに伴い、利用者 

に福祉避難所(※)の周知を行う。 

※避難所を設置するような大規模災害が発生した場合に、一般の避難所では生活 

が困難で、避難生活に特別な配慮が必要となる高齢者や障害者等、災害時要援 

護者が避難生活を送るための設備、体制の整った二次的な避難所。災害の規模 

や避難所の状況等を考慮し、必要があると判断された場合に市が設置する。 

 

１４．居宅介護計画 

①アセスメントを丁寧に行い本人の生活状況、支援内容の希望などを把握し、状況に 

沿った支援計画を作成していく。 

②居宅介護計画の作成を常勤ヘルパーで担当制に振り分けて作成し、ヘルパーのス 

キルアップにも繋げていく。 

③サービス等利用計画に沿い、居宅介護計画の中に通院等介助における院内介助の 

項目（院内介助の必要性について）を記載する。 

 

１５．サービス実施の記録 

①サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容等を記録し、利用者に記 

録表をお渡しして内容の確認を頂く。支援中に起きた発作、けが等についてはど 

こでどのようにして起こったのか記録表に記載し、支援終了後再度、家族に報告 

する。なお、事故報告書を作成し事故原因の分析、今後の対応を協議する。 

②記載した記録を家族が確認した時、支援中の様子などが伝わるような記載をする 

ように努める。 
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１６．ヘルパー事業所連絡会議 

①月１回のヘルパー事業所連絡会議（市内のヘルパー事業所、相談支援事業所の連絡 

会議）に参加する。事業所間で共通の利用者への支援内容の確認、問題点などを話 

し合い、情報を共有する場とする。連絡会議で共有した情報については事業所内で 

のヘルパー会議で報告し、全ヘルパーに支援方針などの統一を図っていく。 

 

１７．苦情受付について 

①利用者の方がサービス利用において不利益を被ることがないように、契約時に苦 

情受付があることを説明する。苦情受付をした場合については速やかに対応し、 

適切な対応をしていく。 

②苦情を受付けた場合は速やかに管理者に苦情内容を報告し、苦情報告書を作成し、 

適切な対応を行う。 

 

１８. ヒヤリハット報告書、事故報告書について 

①事故を未然に防ぐ為にヒヤリハットの報告を定着させる。 

②ヒヤリハット報告書、事故報告書の事例分析を行い、適切な対応と再発防止に努め 

る。 

 

１９．サービス評価について 

①自主点検表に基づき事業運営、サービスの実施等に関する評価を行い適切に事業 

が運営されているか確認する。 

②第三者評価機関による第三者評価の受診についても検討していく。 

 

２０．ヘルパー会議・ヘルパー研修 

①ヘルパー会議を毎月第 4 木曜日に行い、支援時の注意すべき点、改善すべき点を話し

合い、ヘルパーの支援意識の統一を図っていく場とする。また、ヘルパー会 

で出された課題などについて、必要に応じてヘルパー事業所連絡会議に繋げていく。 

②ヘルパーのスキルアップの為に、外部研修にも積極的に参加していく。 

③介護職員等によるたんの吸引等の研修に積極的に参加し、在宅において医療的ケア 

が必要な方の受け入れ体制を築いていく。 

 

２１．個人情報の保護について 

①個人情報保護法を遵守し、利用者の個人情報が適正に取り扱われるよう、継続的な 

改善に取り組む。 

②利用案内や利用者負担の請求書・領収書等の配布においても、手渡し以外に郵送サ 

ービスを利用するなど、配布方法を工夫し利用者の個人情報が漏洩することのない 

ように取り扱いに注意する。 
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Ⅳ 平成２９年度新城市障害者相談支援事業所レインボーはうす 

事業計画 

 

１．事 業 所 

  事 業 所 名：新城市障害者相談支援事業所レインボーはうす 

 事 業 の 種 類：相談支援事業 （指定事業所番号 2335800013） 

 職 員 配 置：管理者 1 名常勤、兼務：ウィル管理者 

相談支援専門員 3 名（常勤） 

事務兼相談員 1 名（非常勤） 

内訳【社会福祉士】3 名 【精神保健福祉士】1 名                  

※東三河北部圏域地域アドバイザー：法人常務理事（県より委任） 

 新城市相談支援業務委託費：13,800,000 円 

 地域アドバイザー業務委託費：1,800,000 円 

 重症心身障害児等居場所づくり事業委託費：695,000 円 

 

２．基本方針 

 事業に当たっては、当事業運営規定に従い、利用者又は障害児が自立した日常生活を営む

ことができるよう配慮して行うものとする。また、その心身の状況、その置かれている環

境等に応じて、利用者または障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等

が多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。

指定相談支援の実施に当たっては、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、

自立した日常生活、社会生活を実現するように行うものとする。また、常に支給決定障害

者等に提供される障害福祉サービス等が特定の種類または特定の障害福祉サービス事業

者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。事業の運営に当たっては、

市町村、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、

開発に努めるものとする。事業所は、自らその提供する指定相談支援の評価を行い、常に

その改善を図るものとする。相談支援事業を効果的に運営する為、「新城市地域自立支援

協議会」の運営、強化を必須事業として位置づけ中核的な役割を果たしていくものとする。 

また、そのことを通して、東三河北部圏域における相談支援事業体制の整備の牽引的役割

を果たしていくものとする。 

 

３．基本事業 

地域生活支援事業の必須事業として相談支援事業を下記 7 項目について展開する。 

①福祉サービスの相談や申請援助 

本人が希望する生活あるいは生活のしづらさを伺うことで、福祉サービスの利用に結び

つくよう、福祉情報の提供、最適となるサービスの紹介、申請援助を行う。 

②社会資源を活用するための支援 

充実した自立生活を実現のため、公的な福祉サービスだけではなく家族ボランィア等の

人的資源、また社会生活を送る上で関わる様々な資源を最大限に活用できるよう手伝い
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を行う。 

③社会生活力を高めるための支援 

身だしなみ、健康管理、趣味、余暇活動などの社会生活力を高めることで、生き生きと

した潤いのある地域生活を楽しめるよう支援を行う。 

④権利の擁護のために必要な支援 

地域の中で障害者が不当に差別されたり、権利の侵害がなされないよう支援を行う。 

⑤専門機関の紹介 

障害福祉サービスの分野だけでなくその人に適した医療機関、介護保健施設、相談機関

等の紹介を行う。 

⑥自立支援協議会への協力 

地域において障害者の生活を支えるための支援システムづくりや官民協働のネットワ

ークづくりの中心となる自立支援協議会への協力を積極的に行う。 

⑦東三河北部圏域連絡会議への参加 

  相談支援事業の情報交換と連携並びに各市町村の地域生活支援事業の検証を行い、北部

圏域の生活視点からも、街づくりを考えていく。 

 

４．平成 29 年度重点目標 

平成 29 年度は、平成 28 年度に開設された基幹相談支援センターと連携することによ

る機能的な仕組みづくりに向け、委託相談支援事業所として、平成 29 年度新城市地域

自立支援協議会の実施計画に基づいて取り組みを進めていく。 

また、「障害者の日常生活又は社会生活を総合的に支援するための法律」及び「児童福

祉法」に基づき、丁寧な対応に心掛け基本相談支援と計画相談支援に取り組んでいく。

これらの事をふまえ、下記 4 項目を重点目標として展開します。 

①「相談支援の充実」にむけた取り組み 

相談支援業務においては、ケアマネジメント技法に基づき、サービス等利用計画作成に

取り組んでいく。特に相談支援従事者としての援助技術の向上を目指し、相談支援部会

（東三河北部圏域の相談支援連絡会等）の研修を通して、野中方式、インシデントプロ

セス法等を学ぶことでスキルアップを図っていく。さらに相談支援専門員協会に所属し

協会主催研修へ積極的に参加していく。また、高齢障害者の支援増加に対応できるよう、

介護保険事業所と連携した支援やスキルアップ研修等の取り組みも進めていく。 

②「地域移行」「地域定着」支援体制の構築 

入所施設、病院、矯正施設等からの地域移行に向けて、関係機関との連携体制の構築に

努めていく。 

特に、地域移行支援に向けて三河圏域における精神科の担当者と連携し、個別のケース

を通して実践的な取り組みを進めていく。 

また、地域移行に欠かせない「宿泊体験」については、本年度開始予定である安心生活

支援事業を活用して取り組んでいく。 

③自立支援協議会への積極的参加と運営 

・児童部会においては、重症心身障害児等居場所づくり事業を活用し、放課後お 

よび長期休みの居場所や社会資源創設に向けた取り組みを進めていく。 
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・相談支援部会においては、新城市基幹相談支援センターと連携し、自立支援協議会の

機能的な運営のために役割分担をしていく。また、新城市における 

蓄積された地域課題を検証し、新たな社会資源の創出等課題解決に向けた取り組みを

中心的にサポートしていく。相談支援専門員同士のスキルアップを目的に相談支援連

絡会を第 3 月曜日に設ける。 

・居宅介護事業所連絡会においては、市内居宅介護事業所５か所、相談支援事業 

所に福祉課、基幹相談支援センターを交えて情報交換し、連携のとれる支援体 

制の継続に取り組む。 

・日中活動部会においては、相談事例から見える地域の課題を福祉サービス事業 

所に対して提案・情報発信していく。さらに、モニタリングを通して見える利 

用状況を、権利擁護の視点から各事業所へ情報発信していく。 

④災害時要援護者の把握ができる仕組みづくりへの取組 

・システムクリエイトのソフト改善を図り、契約している相談者のうち、災害時 

に要援護者となる方々の情報を集約できる仕組みの構築を模索していく。 
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Ⅴ 平成２９年度サポートホーム(しんしろ・ほうらい・第 2 しんしろ) 

事業計画 

 

１．事業の目的 

  サポートホームでの地域生活を希望する利用者が、共同して日常生活を営むことが出来

るよう、その利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生

活住居において食事の提供、相談、その他の日常生活上の援助、または食事や入浴の介助

を行うことを目的とする。 

 

２． 業務内容 

①食事提供 

      栄養バランスに配慮し、調理を含めた利用者支援を実施する。毎朝、夕の食事提

供及び、必要に応じて弁当も用意する。 

    ②健康管理 

      毎朝、夕の健康チェック（検温等）を行い、健康管理に留意する。 

    ③金銭管理 

      利用者負担金（食材料費、水道光熱費、日用品費など）の管理・支払い及び、

必 

要に応じてお小遣いの管理を支援する。また、成年後見人や日常生活自立支援

事 

業担当者とのスムーズな連携に努める。 

    ④日中活動支援 

      福祉サービス事業所及び、就労先企業との連携により支援した。 

    ⑤余暇活動支援 

     利用者の希望を尊重し、地域催事への参加、趣味活動の実施、その他外出等

を支援する。 

  

３． 入居定員 

 【サポートホームしんしろ（入居定員 19 名）】 

・平井ホーム（入居定員 4 名）  ・石田ホーム（入居定員 6 名） 

・市場台ホーム（入居定員 4 名）  ・第２城北ホーム（入居定員 2 名） 

・サテライト平井（入居定員 1 名） ・第２石田ホーム（入居定員 2 名） 

 【サポートホームほうらい（入居定員 8 名）】 

  ・長篠ホーム（入居定員 4 名）   ・矢部ホーム（入居定員 4 名） 

 【サポートホーム第 2 しんしろ（入居定員 11 名）】 

  ・万福ホーム（入居定員 7 名）   ・八幡ホーム（入居定員 4 名） 

 

４．個別支援計画 

アセスメントを行い、その利用者の状況や希望に応じた支援計画を作成する。 
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  定期的（6 ヶ月ごと）にモニタリングを実施し、利用者のニーズの変化に対応する。 

５．虐待防止の取り組み 

  権利擁護委員会と連携をし、虐待防止チェックリストや虐待防止に関する研修を行い、

事業所内での虐待防止に努める。 

 

６． 苦情解決について 

 日常的に利用者からの相談を受け付け、苦情等が発生した場合には世話人（登録世話人

を含む）、苦情解決担当職員と連携をとり迅速に対応していく。 

 

７． 世話人会、ホーム会について 

ホームの運営状況、利用者支援、ホーム内の改善事項等について話し合う場を設ける。

世話人の資質向上の為、研修委員会等と連携し、年間研修の組み立てを実施していく。 

 

８． 非常災害時・緊急時の対策 

①緊急時の対策 

利用者の容態に急変があった場合は、協力医療機関にて必要な処置を講じ、速やか

に家庭へ連絡する。 

②非常災害時の対策 

 法人防災委員会およびホーム防災係と連携し、火災、大規模地震などの災害に備

え、2 カ月に 1 回、各ホームにて防災訓練を実施する。 

※年に 1 回以上、各地区の指定避難場所までへの避難訓練を実施する。  

※年に 1 回以上、夜間帯での避難訓練を実施する。 

③夜間緊急時の対策 

サポートホームしんしろ管理者、世話人、レインボーはうす職員と連絡を取り 

合い対応する。 

 

９. その他 

【サポートホームしんしろ･ほうらい･第 2しんしろ】 

 ①他事業部門と連携を取り合い、円滑な支援が出来るように努める。 

 ②法人所有の新ホーム建設に向け、地域生活支援拠点の面的整備と併せて検討を続け 

ていく。 

③新城市「安心生活支援事業」との連携を円滑に進める。 

 ④4 月に家族会を開催し、ホームの運営、利用者支援についての理解と協力を求める 

とともに、利用者・家族の意見や要望を把握する機会とする。 

 ⑤ホーム設置地区の区長、民生委員との情報共有を図る。 

 ⑥各ホームスタッフ会等を開催し、効率的な世話人配置等を模索する。 

 ⑦365 日、利用者が望む生活に応じた支援体制の構築に努める。 

 ⑧東三河北部圏域を中心に空室情報を開示し入居者を募り、安定した運営を目指す。 

【サポートホームほうらい】 

①共同生活住居「矢部ホーム」にスプリンクラーを整備する。 
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Ⅵ 平成２９年度短期入所事業所矢部ホーム事業計画 

 

１．支援内容 

 ①食事 

  栄養バランスに配慮し、毎食の食事を提供する。必要に応じて弁当も用意する。食品の

衛生管理に留意する。 

 ②健康管理 

  毎朝、夕の健康チェックを行い、健康管理に留意する。 

 ③入浴介助 

  入浴前のバイタルチェックを行う。プライバシーに配慮し、同性介助を行う。利用者の

能力を活かしながら、危険の無いように見守り・介助を行う。 

④排泄介助 

  プライバシーに配慮し、同性介助を行う。利用者の能力を活かしながら、危険の無いよ

うに見守り・介助を行う。利用者の排泄のペースを把握する。 

 ⑤洗面・身体整容 

  必要に応じて声かけ・介助を行う。 

 ⑥余暇活動支援 

 利用者の希望を尊重し、趣味活動などの支援をする。 

 

２．職員配置 

 ・管理者     1 名（常勤職員） 

 ・生活支援員   8 名（常勤職員兼務 5 名、非常勤職員兼務 3 名） 

 ・調理員     5 名（常勤職員兼務 4 名、非常勤職員兼務 1 名） 

 

３．利用定員 

 ・1 名 

 

４．アセスメントと記録 

・事前にアセスメントを行い、利用者の状況や希望を把握し、支援に活かす。 

・利用状況などを随時記録する。（ケース記録） 

 

５．虐待防止の取り組み 

 権利擁護委員会と連携をし、虐待防止チェックリストや虐待防止に関する研修を行い、事 

業所内での虐待防止に努める。 

 

６．苦情解決について 

 日常的に利用者からの相談を受け付け、苦情等が発生した場合には生活支援員、苦情解決

担当職員と連携をとり、迅速に対応していく。発生した苦情や対応などについて記録に残

し、以後同様の苦情が発生しないように努める。 
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７．送迎サービスの実施 

 自力または家族等の送迎が困難な利用者に対して、自宅までの送迎サービスを開始する。 

 

８．スタッフ会について 

 短期入所事業所矢部ホームの運営状況、利用者支援などについて、改善事項の話し合いや

職員間の情報の共有の場を設けると同時に、同じ建物内で行われているグループホーム事

業の職員とも支援体制の統一を図る。また、職員の資質向上のために研修会を行う。 

 ・短期入所会（管理者・ホームサービス管理責任者・矢部ホーム職員）…毎月第 2 金曜日 

・世話人会（グループホーム職員と合同）…毎月第 4 火曜日 

・ホーム会（グループホーム職員と合同）…毎月第 4 金曜日 

 

９．非常災害時・緊急時の対策 

（１）利用者の容態に急変があった場合は、協力医療機関にて必要な処置を講じ、速やかに

家庭へ連絡する。 

協力医療機関  新城市民病院 

所在地  新城市字北畑 32 番地１ 

電話番号  0536-22-2171（代） 

診療項目 総合内科・専門内科・外科・血管外科・泌尿器科・

整形外科・婦人科・脳神経外科・皮膚科・小児科・

耳鼻咽喉科・歯科口腔外科 

（２）火災・大規模地震などの災害に備え、2 ヶ月に 1 回の防災訓練の実施。 

（３）夜間緊急時は、サポートホームほうらい管理者、サポートホームほうらい世話人と連

携を取り合い対応する。緊急通報装置を活用する。 

 

１０．その他 

・グループホーム事業所、日中活動系事業所、ヘルパー事業所、相談支援事業所などと連

携を取り合い、円滑な支援ができるよう心がける。 

・今年度より事業開始予定の「安心生活支援事業」との連携をとる。 

・共同生活住居矢部ホームの利用者の生活に配慮し、主に緊急時の利用が必要な方等を優

先的に受け入れていく。夜勤シフトなど職員の配置を整え、いつでも受け入れ可能な状

態になるよう、体制を整えていく。また、重度の方の受け入れに対応できるよう、レイ

ンボーはうすでの研修を行うなど、職員の介護支援体制を充実させていく。 

・利用者及び家族の意見や要望も把握する。 
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Ⅶ 平成 29 年度西部福祉会館【生活介護】事業計画 

 

１．事業について 

指定管理運営のもと新城市西部福祉会館にて指定障害福祉サービス（生活介護事業）を実

施し、3 年目を迎えることとなる。利用契約は増加傾向が続いており、29 年度は定員 20

名を超える月が想定される。また、開所以来、ドアトゥドアの送迎体制と、入浴はじめ日

常生活場面における安心で快適な介護サービス、さらに健康維持向上を目指した各種教室

活動や個別活動は引続き高い要望が利用者からあげられている。特に健康維持向上に関し

ては、専門的な指導を基にしたリハビリに対するニーズが 28 年度から引続き高く、29 年

度は職員配置も含め環境整備が求められている。 

 

２．運営の方針 

基本的な運営については、障害福祉サービス事業生活介護西部福祉会館運営規程に従って

運営していくものとする。 

 

３．平成２９年度重点目標 

 生活介護事業 サービス管理責任者 岡裕子 

定員 20 名 契約利用者数 37 名（平成 28 年度末） 

  ①定員超過に対応するための環境整備および定員増申請準備 

   20 名定員に対し契約者数は 37 名を超えている状況ながら、月平均利用状況が 20 名

に届こうとしており、日によっては既に定員越えの状況。また、生活介護事業所レイ

ンボーはうすの慢性的な定員超過に対する改善手立てとして、西部福祉会館でのサー

ビス提供でニーズが得られる方の移行案内に向け環境調整に積極的に取組んでいく。

定員増に対する環境整備については、活動メニューはじめ食事や厨房機器、居場所ス

ペース、さらには駐車場確保等丁寧な準備を整えて臨む。また支援スタッフの増員を

図ることで業務負担軽減とサービス提供の効率化を進めていく。合わせて介護機器導

入による効果についても探り、介護力強化に向けた準備を進める。 

  ②理学療法士または作業療法士によるリハビリの提供 

平成 28 年度の利用者の方々から、身体状況およびニーズに作業療法や理学療法に対

する要望が示される方が 20 名程度存在。リハビリに対する要望は今後も増える事が

想像されることからも、専門的知識・資格を備えた職員配置のもと、29 年度はリハ

ビリ提供に取組んでいく。 

  ③外出の機会確保 

   西部福祉会館の利用者ニーズに外出を希望される方が多く、29 年度は食事を兼ねた

日帰り外出を企画して行く。また、健康づくりを兼ねた周辺歩行を日中活動に定着さ

せ、健康づくりと社会参加の機会を設けていく。 

 

  ④その他 

   法人の防災・研修・権利擁護・情報公開等各委員会と連携しながらも、西部福祉会館
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独自においても積極的に取組んでいく。活動内容は定期的にブログアップしていく。 

 

４．サービス等の具体的目標 

  ①創作的活動の充実と余暇支援 

   個別の希望や、得意なことを活かした創作（準備段階含め）、専門講師による絵画活

動など、今までの活動を継続しつつ、より利用者個々の意向を汲んだ活動に配慮し実

施する。できた作品は掲示板や空間を利用し掲示していく。また実用性のある創作を

内容に取り込み、できたものを自分で使用できるよう創作の意欲や実感につながるも

のを計画していく。園芸活動も引き続き充実させていく。畑や花壇の活用で生き物を

育てる喜びを感じ、また体を動かす機会としても提案していく。作物を昼食の食材と

し、食事時の話題提供とする。外の作業中心にて参加を希望されない方へは、園芸に

ちなんだ創作活動など提案し参加の機会を提供する。 

   日中の活動では、オセロ、将棋、トランプ、カルタなど行い、他利用者とスムーズな

コミュニケーションを図れるように支援する。 

 

  ②教室活動の活用 

各種教室活動は前年度に引き続き実施。体を動かす機会、歌や楽器演奏の機会を設け

る。また口腔体操や発声などは普段の活動に活かす。講師には利用者個々のある程度

の特性を伝え、個別のできることを理解した活動を提供するよう協力いただくことで、

新しい発見につなげる支援とする。また利用者が普段関わりの少ない利用者と触れ合

う機会としても、場を提供していく。 

 

  ③外出の機会提供 

散歩などの軽運動は、利用者からも要望があるため、月１回は活動の中で取り入れる

よう計画を立てていく。外出レクについては、昨年度に引き続き曜日ごとの小グルー

プでの外出や、好評である誕生日外出レクなど計画的に実行していく。近隣スーパー

への買い物レクも要望があるので、事前にお知らせし実施して行く。また、助成金を

活用した全体外出レクを計画する。 

 

  ④作業について 

軽作業（エコバック作り等）を中心とした日課を午前中に設定し、参加希望者に取り

組んでいただく。大葉のシール貼り作業は委託者の(有)ウイングと連携し、引き続き

受託していく。個々の特性に合わせた作業方法の提案をし、参加したことの無い利用

者にも、興味を引き参加しやすい環境を提供していく。日々のやりがいや社会参加の

意識付けになるよう、納品活動は利用者と共に行う。また月 1 回の「ごほうび納品日」

を引き続き設定し、モチベーションアップを図る。 

  ⑤入浴利用の定着化と効率化 

利用者が増え特殊浴槽と歩浴大浴場の併用使用が定着した。大浴場について特に利用

者が増加しており、比べて男性職員の確保が難しい現状から、特殊浴と大浴場を男女

交互に実施する事でフロアの職員体制確保に努めるなど、工夫をしていく。大浴場で
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は歩行や立ち上がりに介助がいる方が増加。危険のない介助･見守りと、場合によっ

ては福祉用具の導入や改修など随時検討していく。 

 

  ⑥スペースとプライバシーの確保 

   重点目標にもある利用者増員に向けて、リスクや防災を考慮したフロアの個々のスペ

ース確保について常に検討課題とする。また休憩時のベッド利用希望者の増に対応す

べく、効率のよい使い方やカーテン等の設置を行い、必要であれば折りたたみベッド

の用意も考えていく。 

 

  ⑦食事の提供 

   一人ひとりの嗜好確認、配慮事項の把握を引き続き行い、特に食事量や体重管理にお

いて配慮が必要な方は、家族や医療機関との連携をしながら、代替食や食事の量など

の変更に対応していく。個々の特性に合わせた器の形状に配慮する。 

   月 1 回は職員による献立作成、ゲーム献立（利用者発案）、セレクトメニューで食事

を楽しんでいただく。アンケートを行い、メニュー作成に盛り込んでいく。 

食事前には「パタカラ」口腔体操の実施を継続し、嚥下機能の維持向上に努める。 

 

  ⑧保健医療について 

   毎朝のバイタルチェックを継続。バイタルのデータは定期通院時での参考資料として

も役立てていただく。看護師を中心に、誤薬が生じないような工夫を引き続き継続す

る。集団生活で気をつけるべき感染症などの症状にも配慮する。感染症マニュアルを

活かしていく。ハサップアクア噴霧器や、出入口・トイレの消毒液設置による予防に

努める。 

月１回の体重測定を実施し、注意が必要な方は食事面の配慮や、ご家族との連携に努

める。統一した測定方法で個々の誤差が無いようにする。身長測定は年 1 回行い、

BMI 算出において活かす。 

   健康診断（10 月）と歯科検診（6 月）を実施する。特に健康診断は、医療機関と連

携し個々に負担の無い方法で実施する。利用曜日や体調の関係で当日受診ができない

方は、健診センターへお連れして受診する。また、インフルエンザ予防接種（11 月）

も実施する。月 1 回くまがい医院医師による定期巡回を実施する。 

 

⑨支援計画に基づいた体制作り 

   利用者へのきめ細やかな支援計画を立てるために、関係機関との連携に努める。本人

のニーズの変更をタイムリーに支援計画に盛り込み実施する。また相談支援専門員と

は、モニタリング情報を含め、サービス等利用計画に関連する情報共有を深める。 

 

  ⑩リハビリ提供環境の設定と実施 

重点目標の通り、法人中長期計画とニーズに基づき配置を実現させる。支援員も普段

支援として実施できる内容を学び、実際に個別対応できる体制を整えていく。 
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  ⑪ヒヤリハット報告・苦情報告と、その後の事例検討 

   事故を未然に防ぐために、ヒヤリハット等の報告を継続徹底する。それらの記録は全

体に回覧し、また職員全体会にて定期的に振り返る。また苦情についても受付から対

応までを迅速に行い記録するとともに、職員への周知と、必要に応じて関係機関に報

告を行う。ミーティングなどで話し合った内容、事業日誌などを毎日全職員が読むこ

とで確実に情報共有を図る。 

 

⑫個人記録のデータ化 

クラウド対応専用ソフトにより、フェイスシート、アセスメントシート等のデータ化

を進める。 

 

 ⑬エネルギー使用の配慮について 

  ガスについては床暖房の修繕が終了したこともあり、無駄なガス使用が無いように留

意する。電気会社について、より安価な電気会社を検討し導入していく。 

 

  ⑭より良い支援に向けた体制作り 

   満足度調査を年度末に行い、利用者の要望・意見を積極的に取り入れる。また研 

修に積極的に参加する事で障がい特性により合った支援方法を学び、介護力アッ 

プと合理的配慮、権利擁護の視点を養っていく。 
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Ⅷ 平成２９年度西部福祉会館地域活動支援センター事業計画 

 

１．事業について 

新城市より委託を受け、新城福祉会が実施する西部福祉会館地域活動支援センター（以下

「事業所」という。）は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号）第77条第1項第4号規定に基づき、障がいをお持ちの方の日中活

動の場として、創作的活動又は生産活動等の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を

供与し、障がい者等の地域生活支援の促進を図っていく。 

 

２．運営の方針 

基本的な運営については西部福祉会館地域活動支援センター運営規程に従って運営して

いくものとする。 

 

３．平成 29 年度重点目標 定員 10 名 契約利用者数 20 名（平成 28 年度末） 

①食事の提供 

地域活動支援センターサービスの中で重点を置いている食事の提供について、引き続き

一人ひとりの嗜好確認、配慮事項に努め、必要があれば代替え食など柔軟に対応してい

くものとする。利用時にはおいしく楽しくお腹を満たす時間の提供に努め、来所の目的

の一つとなるべく役割を果たしていく。 

 

②創作的活動及び作業機会の提供 

  利用者一人ひとりの「ニーズ」に対応するために、安心して過ごせる「居場所づく 

り」と「働きたい」意欲を尊重する活動提供に努めていく。昨年度から生活介護事業 

と合同で取り組んだエコバック作業や大葉のシール貼り作業を希望者には継続して 

提供し、社会参加の一つのきっかけとなるよう働きかける。 

 

③就労定着支援に向けた支援 

働く仲間やこれから仕事を目指す人たちの交流の場、また何らかの理由で休職状態の就

労者の居場所としても、情報交換できる有意義な機会や心休まる場としての環境を提供

していく。日常生活の訓練補助の役割としても、生活リズムの確立や社会参加の準備を

手伝っていく。 

 

④支援計画に基づいた体制づくり 

利用者へのきめ細やかな支援計画を立てるために関係機関との連携に努めていく。特に

相談支援専門員とはサービス等利用計画に関連する情報共有を深めていく。また関係機

関による就労者のモニタリングの機会が多いため、協力する。 

 

⑤研修参加 

職員研修の情報提供と、参加の機会を設ける。 
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Ⅸ 平成２９年度西部福祉会館高齢者ふれあい相談センター事業計画 

 

１．事 業 所 

   事業所名：西部福祉会館高齢者ふれあい相談センター 

 職員配置：社会福祉士 1 名(常勤，兼務) 

  事業委託費：4,435,000 円(新城市より委託事業) 

 

２．事業運営方針 

社会福祉法人新城福祉会が新城市より指定管理を受託して設置運営する西部福祉会館高

齢者ふれあい相談センター（以下「ふれあい相談センター」という。）が行う事業は、高

齢者が住み慣れた地域で安心した生活を継続していくことができるように、介護保険法

（平成 9 年法律第 123 号）第 115 条の４5 に規定する地域包括支援センター（以下「包

括支援センター」という。）の地域における窓口として、高齢者及びその家族からの総合

的な相談に応じるとともに、関係機関との連絡及び調整並びに介護予防の実施及び生活支

援サービスの提供に係る調整を行うために、新城市高齢者ふれあい相談センター運営事業

実施要綱に添って実施するものである。 

 

３．利用対象者および地域 

この事業の対象者は、新城市内西部地区に居住する概ね 65 歳以上の要援護高齢者及び要

援護となるおそれのある高齢者並びにその家族及び親族とする。ただし、利用者が自力来

所の可能な限りにおいて、通常の実施地域以外の希望者に対し実施する場合もある。 

 

４．事業の内容（重点目標） 

ふれあい相談センターの職員は、新城市高齢者ふれあい相談センター運営実施要項に添っ

て、地域に積極的に出向き又はふれあい相談センターにおいて行うものであるが、平成

29 年度は以下の事業を特に重点的に行う。  

①地域の要援護高齢者の心身の状況、家族の状況等の実態を把握するとともに介護ニ 

ーズ等の評価を行う。 そのための実態把握を訪問、電話、来所等を通して、年間 

600 件以上、介護予防プラン作成を年間 20 件以上立てることを目指していく。  

②各種介護予防サービス等を利用できるように、福祉課、包括支援センター、民生委 

員、居宅介護支援事業所等と日常的に情報交換し、連携を深め、スムーズなサービ 

ス提供に努めていく。特に、市代行業務である「福祉タクシーチケット等事業」「配 

食サービス事業」「寝具乾燥事業」「緊急通報システム事業」「日常生活用具給付事 

業」、また社協代行業務の「紙おむつ宅配サービス」「一人暮らし高齢者安否確認（ヤ 

クルト）事業」については地域窓口として滞ることなく支援していく。 

③相談業務の資質の向上を図るため、定期的に研修の機会を設け参加していく。 

④相談内容、処理状況等については、毎月市に事業実施状況の報告を行う。 
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Ⅹ 平成２９年度 西部福祉会館指定管理業務に関する事業計画 

 

１．管理運営の理念・方針 

  西部福祉会館指定管理者（平成 27 年度～平成 31 年度の 5 カ年）として、新城市西部

福祉会館の設置及び管理に関する条例並びに新城市西部福祉会館管理及び運営に関す

る規則に基づき、指定管理業務を行う。障がい者や高齢者、地域住民等に対し各種サー

ビスを供与することで、利用される方の自立助長と社会参加を促し、もって障がい者や

高齢者、地域住民の福祉の増進を図る施設であることを十分認識し、地域交流活動を含

め、広く地域に開かれた総合的福祉サービスの拠点施設として、その役割を果たしてい

く。管理責任者を配置して業務を適切に実施する。建物設備備品の維持管理においては、

市と密接な連携を取りながら、定期的な点検等により、利用者に不利益が及ばないよう

にする。協定書に基づき年度末には満足度調査を実施し、施設運営に活かしていく。 

   

２．平成２９年度重点計画 

  西部福祉会館指定管理に関する事業計画は、基本的に新城市西部福祉会館の管理に関す

る基本協定書に従って運営するものである。「障害福祉サービス事業」「地域生活支援事

業」「在宅介護支援センター事業」については、各事業の年度計画に沿うものとして、

西部福祉会館管理運営については、以下の事について重点的に取り組むものである。 

◆「地域交流」「会館利用」への取組み 

囲碁クラブ、子育て団体等様々な市民団体さらに地域の民生児童委員連絡協議会、老

人クラブ等へ気軽に安心して利用できるように案内していく。 

利用にあたっては、隣接の愛知県東部家畜保健衛生新城設楽支所に駐車場開放協力を

得て駐車場対応にも努めていく。職員増加に伴い、来客者がいつでも駐車場を使いや

すいように、近隣の民間駐車場の借用を実施していく。 

◆相談室、会議室、研修室、和室等の活用 

障がい児・者のサービス担当者会議や事例検討といった研修会の実施や、当事者同士

の茶話会などの集まり、または地域の市民団体の会議等、広く活用場面を増やしてい

く。昨年度実績に基づき、夏休みをはじめ長期休み等、児童の居場所として利用でき

るよう開放していく。 

   

３．施設整備の維持管理、衛生管理等について 

   利用者の快適で安全な施設設備の利用を図るために、市と協議し施設設備の機能を維

持し、必要時には修繕する等サービス提供やその他の各種業務が安全かつ適切に行われ

るよう努めていく。サービスの利用者増に向けた物品の整備を協議していく。また自動

販売機を引き続き設置、管理していく。 
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Ⅺ 平成 29 年度東三河北部障害者就業･生活支援センター 

ウィル事業計画 

（自 平成 29 年 4 月 1 日  至 平成 30 年 3 月 31 日） 

 

１．支援対象者の把握 

支援対象者からの相談に応じるためには、障害者自身やその家族、支援機関等に対し、

障害者就業・生活支援センター（以下、センター）に関する周知を図ることが必要とな

る。相談経路としては、関係機関からの支援依頼が中心となるため、日頃から関係機関

等と情報交換を行い、相談・連携し易い関係を形成する。 

 

２．支援計画の策定 

支援対象者に必要な支援を実施するには、十分な状況把握が必要となる。支援に際して

は把握した状況に鑑み、必要に応じケース会議を開催し、関係機関の助言を得つつ、具

体的支援内容を示す個別支援計画を策定する。 

 

３．支援対象者に対する指導･助言 

障害者からの相談に応じ、就業面、生活面の問題に関し、解決策を提案するなどの支援、

助言を行う。職業生活の維持には、生活習慣の形成や日常生活の自己管理などが必要で

あり、また、住宅の確保、家族・知人との関係も含め、さまざまな環境が影響を及ぼす

ことが多いため、幅広く職業生活上の相談に応じる。 

 

４．関係機関との連絡調整 

支援活動において、問題解決のため他の関係機関の支援等を受けることが必要な場合に

は、その連絡調整を実施する。ただし情報を得たり提供したりする場合には、支援対象

者や家族から了解を得た上で実施する。 

＜主な関係機関との連絡調整の内容＞ 

①ハローワークとの連絡調整 

・支援対象者が職業紹介を受けようとする場合 

・ハローワークからの支援要請 

②地域障害者職業センターとの連携 

・職業カウンセラーによる専門的な職業リハビリテーションを受けようとする場合 

・地域障害者職業センターからの支援要請 

③職業能力開発校との連絡調整 

・障害者委託訓練の受講が効果的であると考えられる場合 

・総合実務科はじめ各科から就職するため連携した支援が必要な場合 

④障害福祉サービス事業所との連絡調整 

・過去または現在の利用について情報を得る場合 

・基礎訓練として障害福祉サービスの利用が効果的であると考えられる場合 

⑤医療機関との連絡調整 
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・治療に必要な情報提供を行う場合 

・病状等について情報・助言を得る場合 

⑥特別支援学校との連絡調整 

・在学時の状況や障害特性について、出身校から情報を得る場合 

・卒業生の求職活動、または職場定着支援等の支援要請 

⑦福祉事務所等との連絡調整 

・福祉サービスを含め、行政が実施する支援・サービスの利用が必要な場合 

 

５．基礎訓練の実施 

就労支援においては、就職に向けた職場実習の前段階として、必要に応じ支援対象者と

の信頼関係の形成、また能力・特性等の把握を目的とした基礎訓練を行う。 

 

６．職場実習の斡旋 

支援対象者の就職のために有効であると認められる場合には、職場への適合性を見極め

ることを目的とした短期の職場実習を行う。実習先事業所は、実習終了後引き続き就職

することが見込まれる事業所を選定する。 

 

７．各種制度の活用 

労働行政機関において実施されている就職支援のための各種制度について、その活用が

適当・有効であると考えられる場合には、当該制度に係る関係機関と十分な連絡調整を

図り、活用に向けた支援を行う。 

＜活用が考えられる主な制度＞ 

①障害者試行雇用事業 

②職場適応援助者 

③障害者委託訓練 

 

８．就職後の職場定着支援 

職場定着のためには、支援対象者を雇用する事業主側を支援することも必要となる。支

援対象者の能力や特性、それを踏まえた必要な措置等について情報を伝えるとともに、

職場不適応が生じた際には早急に相談に応じる。 

 

９．法人内の連携体制 

法人における連携として、ジョブコーチの活用による職場実習の充実や職場定着の促

進、就労移行支援事業および相談支援事業等との連携による支援機能の充実を目指す。 

 

１０．平成 29年度の数値目標 

①支援対象者数 → 230 名 

（平成 29 年 2 月 実績 207 名） 

②相談支援件数 → 延べ 2,100 件 

（平成 29 年 2 月 実績 延べ 1,884 件） 
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③職場実習件数 → 20 件 

（平成 29 年 2 月 実績 22 件） 

④就職件数 → 15 件 

（平成 29 年 2 月 実績 13 件） 

⑤定着率 → 75％ 

（平成 28 年度の就職件数の 1 年経過時点） 

 

１１．会議等の開催および参加 

○関係機関との連絡会議は 2 回／年開催する。 

・個別ケース会議は、支援対象者の状況に応じ随時開催する。 

・支援対象地域における地域自立支援協議会、特別支援学校の進路関係会議、また障害

者雇用関連の会議等には積極的に参加し、地域や各関係機関との連携強化を図る。 

 

１２．交流活動の開催 

「職場定着促進のための在職者の交流活動」は、年 4 回実施する（各季節 1 回）。 

 

１３．研修等の受講 

厚生労働省、愛知労働局、愛知県、独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構、全国

就業支援ネットワーク等が開催する障害者雇用に係る各種セミナー、研修等には積極的

に参加し、障害者支援に関する知識や技術の向上を図る。 
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Ⅻ 平成２９年度新城市基幹相談支援センター事業計画 

 

１．委託内容 

  委託業務：新城市基幹相談支援センター運営事業実施要綱に基づく地域における 

相談支援事業の実施。 

  委 託 料：9,773,000 円 

職員配置：センター長 1 名、相談員等 1 名 

  契約期間：平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日 

  設置場所：しんしろ福祉会館 2 階 

 

２．基本業務 

①サービス等利用計画の検査に関する事業 

②虐待防止センターに関する事業 

③障害への理解・啓発に関する事業 

④相談支援連絡会に関する事業 

⑤相談員のスキルアップ、研修等に関する事業 

⑥居宅介護支援事業所連絡会に関する事業 

⑦他分野含む関係機関との連携に関する事業 

⑧困難事例への対応に関する事業 

⑨地域移行・地域定着支援に関する事業 

⑩自立支援協議会の運営に関する事業 

⑪前各号に掲げるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第 77 条の 2 第 1 項に規定する事業及び業務に付随する業務 

 

３．平成 29 年度の重点目標 

①基本業務にある 10 項目を中心とした取り組みを進める。 

②市内の 4 委託相談支援事業所との役割分担及び連携強化に努める。 

③地域移行・地域定着支援における実践的な取り組みを行うとともに、精神科病院や保

健所、指定一般相談支援事業所等関係機関との役割分担及び連携できる仕組みづくり

を進める。 

④東三河北部障害保健福祉圏域において中核的な役割を担うことを視野に、新城市はも

とより北設楽 2 町 1 村の期待にも応えられる仕組みづくりを進めていく。 


